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①区立保育園’

②保育園職員

（1）児董』　’第舶　第1項、第君9

（2）児童福社施設最低基準（厚生省令）

｛3）保育園職員実務研修実施要領

①区幸保育園の施設・設備の維持管理・保守を一部委託により
実施。

②保育園職員に対する実務研修の実施。

ω　在籍児童数

②　研修参加人数

①区立保育園の施設・設備を適正な状態に維持する。
②保育園職員の資質を向上し、保育内容の充実を図る。

O〕施設修理件数

②　研修参加率＝研修参加人数÷研修参加予定人数

①安金で快適な保育環境を維持することで、保育園児が健全に発育できる環境の実現に貢献してい私
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る。　こ、 の回　フイフスタイ
ルの変化に伴い、施設・設携のレベルアヅプや防犯対策の面でも改修を求められている。さらに・男性保
育士向けの施設の改修も求められている白②保育二一ズの多様化とともに、児童虐待などの新たな間題が

深刻な杜会問題となっている。

1近年、保護　から施設・設備の改修に関する苦情・要望が増加してきている。
②障害児保育など新たな二一ズヘの対応や傑育内容の充実に伴う保育士の資質の向上に対する要求も

高まっている。

1園　の老化が一層進行し、大模な改修が必要となる園が増加する．・，静画的な改修が必要である・
②多様な二］ズ吉こ応えるため、目常の業務遂行上必妻な専門知識の習得に留まら柵’、、職員の更なる資

質向上を図る研修がますます重要となる。
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1　設保　計画におサる＾ランクの修理予算が1／3程　の予算措置であり老　・破損度が進行する

ことで、今後の改修経費の増大が懸念される口
②私立園を受講対象とした研修を増やしたことにより、研修参加者数が増えてきたため、平均受
講者数を40人から50人に変更した。そのため達戒率は落ちたが実際の参加者数は増兄てい
季。

1エアコン保　託を廃止し、浄託を実したことで房効が口上した。また、受水層
観点検、熱風消奏保管庫保守点検の廃止讐を継続し、経壷の飾減を図った。
②児董青少年センタ』や保健センター等が実施する研鰺との相互乗り入れを実施レむ研修参加
者は期待するほどの伸びでない。また、平成13年度、S　l　D　S、水の事教警に備見乳幼児専門g

救命救急特別研修を薪た’に組み入れた．

灘鑑灘鐵講嚢

臣

理　　1　　よ　目　　　　してい　こ　に必　エ　で　る。
②展貞の資質を高め、俣育内容を充奏し、児童の縫全な育成を図るた

め必要な事業である。

理由1

理菌1

理由　1　育料として一　して徴収している。
（保舌料の改定については一般保育運音参照〕

②職務研修であるので、受益者負担はない。

職　の．　向上のため、対 を限　　る』とはできよい．

理由　研修については、内部講師の活用にも隈界があり・』れ以上の

②児童音少年センターや保健センター讐崩実施する研修との相互乗り入れを推進する。

①業務委託費の増・人件費の減

②研修縫費の節減

一’鐘

まれる。
②研修機会の増と保育園’以外の職場・職員との達携

の基礎づくり崩可能となる。

②他機関との連携を深めるため、定期釣な連絡会を確進する。

6



平成13年度杉並区事務事業評価表

’’畦珪’｝

382
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保護者が昼聞に居宅外で常態的に労働しているなどで保育に欠
けている児董

’（1）　児　　冒　法　24条　1　、　呂9

｛2）児童福祉施義最低基準（厚生省令〕

｛3〕杉並区保育の実施に関する条例

朝夕像育を含め午前7時30分から午後6時♂O分まで児童’を預かり

保育を実施する。
ω　在籍児童数

（2）一般保育を行った保育園数

保護者の就労の機会を確保するとともに、保護者の協力・地域
殺会の遠携の下、児童の心身が健全に発達できる環境を確俣す
る。

（1）

｛2）

入所実施率＝在籍児童数÷申謂者数

待機児童数

保護者の保育二一ズに的確に対応することで、安心して子どもを産み育てられる環境づくり及び児董の健全育成に貢献する。
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びている。また、保育二一ズの多様化に対応するた
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坐． 44
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　　　　の子目て　肩の
め、年末保育を実施した。

濠簾

保育料は、一般保育と延長

保育に充当

下に’い　　　要は

O、，、、認可保所に通園している保護　の認可保目所への通園希望

育て状況実態調査州10児董課調べ）
○入園希望に関する要望が多く寄せられている。

富4．2％　乳’児並ぴに児童の子

r後　の詞’の行昭　・　　の躬．に予想され、保’育事業への需要は増加するものと見込まれる。

での子目て 日の　下は。
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寵

駅に近い保目園に希望園が集中するなど、希望者数と年齢別定員との不整目が生ずるため。

1各種分一金のあり　検r、　人　一化よ｛で分一　の一部を　止した。
②耳鼻科・眼科縫診委託における寿護婦帯同費の廃止を検諦＝看護轍員の活用を図ることで廃止

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　③園児尿検査
の廃止．を検討：3歳児健診で全員受診できるため廃止した。

一；甜据…　　　　　　盟曲宙　≡．．章鞘’’苗’’’’

は適切でない（理由一・）

　　　女心して子　　みてれる酉の
かな歳長にとって当該事業ぽ不可欠である．

及び子　　の

理由　区が主体・に役割を果たす必要はあるが、　様な二一ズに応兄
でい～ためには、杜会福祉法人や民間事業者等を含めた新たな方錆を

検討し、提供していくことが望ましい。

理由・

理由1・

理　　対象は、児　福祉法により規　　れており、隈　・　小はでき
ない。Iまた、対象の拡大にっいては、他の事業により実施すべきであ

る。

理由・コストの大部分は人件費であり、最低基準を満たすためには」
れ以上の削減は困難’と考えるが’｛手法によろては削滅余地があ’り得

る。

≡平成1牌1月に保育料改定を行った崩、杜会経済情勢や他蟹の動向讐を踏まえ、平成15年度を目途に保育料の改定について検甜を行う。なお・持機児童

の解鞘に向けて、児童福祉施設最低基準・現有職員数の範囲内で、児童定員の見直しを実施している。また保育所の設置1経営主体にかかる塑制緩和、
都の認証保育所制産の実施、男女共同参画会議の専門調査会提言（平成16年度までに15万人増〕など・．保育を取り巻≦環境が蝉変している冊こコし牟中で

保育サービス提供のあり方等について、公設民営化も視野1こ入れながら平成1豊年度に横謝する咀

鰯襲葦撚

萎轟

る。 また、公設民営化により経費の削減が可能である。

’一’’’’’’’’’’珪鱗麟’一…一

受入児童数の拡夫により’、・待機児董数の削減が可能

輯。
国で定める保譲者負担額のうち、区の負担分の経費
銅減につながる。

保育料め改定に当たっては、保護者への情報提供などきめ綱やかな対応により・十
を実施することとなると、職員の配置体制を再考する必要竜…ある．同時に、運営を公営から民営に変更する際、児童がスムーズに新たな保

育環境に劉1染むよう配慮崩必要である。

分な理解を得ることが不可欠である。また、公設民営化
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